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 レバレジーズメディカルケア株式会社 

 “医師偏在問題” 医師の約7割が条件付きで移住を検討、 
 決め⼿は「収⼊の増加」 

 「医師の働き⽅改⾰」施⾏以降の就業実態に関する調査 

  レバレジーズメディカルケア株式会社が運営する医師に特化した⼈材サービス 
 「レバウェル医師」（  https://levwell-ishi-agent.jp/lp/1/  ）は、  勤務医864名を対象に、 
 「医師の働き⽅改⾰」  施⾏以降の医師の就業実態に関する調査を実施しました。 

  全⽂は以下からご覧いただけます。 
 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:2224c866-c306-46d7-a1a8-6fb1f767f17a 

  ＜調査サマリー＞ 

 1.  医師の働き⽅改⾰により、約3割の医師が労働時間の減少を実感 

 2.  医師の約20％が働き⽅改⾰により賃⾦が「減少した」と回答、理由は「時間外⼿当の 
 減少」 

 3.  医師が移住を検討する際、最も重視する条件は「収⼊の増加」 

https://levwell-ishi-agent.jp/lp/1/
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:2224c866-c306-46d7-a1a8-6fb1f767f17a


 １. 医師の働き⽅改⾰により、約3割の医師が労働時間の減少を実感 

  2024年4⽉に施⾏された「医師の働き⽅改⾰」  *1  による労働時間への影響に関する質問で 
 は、29.7％の医師が労働時間が「減少した」と回答し、働き⽅改⾰の影響が⼀部現れ始めて 
 いることが⽰唆されました。 

 *1︓参考資料︓厚⽣労働省「医師の働き⽅改⾰」 
     https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001129457.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001129457.pdf


  また、改⾰施⾏から約9ヶ⽉が経過した時点での週の労働時間を聞いたところ、週50時間以 
 上勤務している医師は35.2％、週60時間以上勤務している医師は18.4％という結果になりま 
 した。⼀部の医師は、法定労働時間 *2 として定められている時間を超えて勤務していること 
 がわかります。 

 *2︓労働基準法第32条によって定められた労働を命じられる上限の労働時間のこと。 

  「宿⽇直勤務」*3 に関する質問では、医師の42.2％が宿⽇直勤務中の待機時間が「週8時間 
 以上」であると回答しました。また、労働時間規制が適⽤されない制度である「宿⽇直許 
 可」*4 を取得している医療機関で勤務する医師のうち、23.8％が「宿⽇直勤務中に⽇勤帯と 
 同等の業務がある」と答えています。本来、医師の宿⽇直許可は軽度または短時間の業務に 
 限定することを前提に認められる制度ですが、⼀部では実態との乖離が⽣じています。この 
 結果から、医師の実際の業務内容や負担を正確に把握することは容易ではないことが伺えま 
 す。 

 *3︓所定時間外に通常業務と異なる業務を⾏う就労形態のこと。⽇直は当直のうち⽇中に⾏うものであるのに対 
 し、宿直は当直のうち夜間に⾏うものを指します。 

 *4︓通常の勤務時間外である夜間や休⽇に、施設内での勤務や宿泊を伴う業務に対して労働基準監督署の許可を得 
 る制度。使⽤者が宿⽇直許可を受けている場合、労働者は法定労働時間外であっても勤務を⾏うことが可能とな 
 り、その際の労働条件については、労働時間に関する規定は適⽤されません。 

 *3*4 参考資料︓厚⽣労働省「医療機関における宿⽇直の許可基準について」 
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001286640.pdf?utm_source=chatgpt.com 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001286640.pdf?utm_source=chatgpt.com




 ２. 医師の約20％が働き⽅改⾰により賃⾦が「減少した」と回答、理由は「時間外⼿ 
 当の減少」 

  「医師の働き⽅改⾰」による賃⾦の変動状況を聞いたところ、医師の76.2％が改⾰後も 
 「変わらない」と回答し、ほとんどの⼈が影響を受けていないことがわかりました。 

  ⼀⽅で、19.4％の医師が賃⾦が「減少した」と回答し、主な理由として「時間外勤務の削 
 減による時間外⼿当の減少」が多く挙げられ、その他「勤務先の経営状態悪化」や「副業制 
 限」といった理由も挙げられました。働き⽅改⾰によって労働時間の適正化が進む⼀⽅で、 
 ⼀部の医師には賃⾦への影響が⽣じています。 



 ３. 医師が移住を検討する際、最も重視する条件は「収⼊の増加」 

  「就業にあたり、どのような条件であれば現在の在住地域からの移住を検討しますか」と 
 いう質問では、72.6％の医師が「条件次第では移住を検討する」と回答しました。また、移 
 住を検討する際の条件として最も多く挙げられたのは「収⼊の増加」で、次いで「ワークラ 
 イフバランスの向上」「交通利便性の良さ」が続きました。この結果から、業界で問題とさ 
 れている医師偏在*5の解消を⽬的とした医師の移住促進には、経済的インセンティブの提供 
 や働きやすい環境の整備が重要であることが⽰唆されます。特に、収⼊⾯が最も重視されて 
 いる点を踏まえると、医師が少ない地域では、医師が多い地域と⽐べて収⼊⾯での優遇措置 
 を講じることが、医師確保の有効な⼿段となる可能性があります。 

 *5︓地域ごとに医師の配置が偏り、⼀部の地域で医師が不⾜する問題を指します。これにより、必要な治療を受け 
 るために遠⽅の医療機関へ⾏かざるを得ない状況が⽣じ、地域医療の維持や医療提供体制の確保に影響を与えると 
 されています。 





  また、厚⽣労働省の「医師偏在指標」*6に基づき、医師多数区域、医師少数区域、医師中 
 程度区域の3区分に仮定した上で医師の平均年収を調査した結果、1位は医師少数区域「平均 
 年収1,711万円」、2位は医師中程度区域「平均年収1,649万円」、3位は医師多数区域「平均 
 年収1,623万円」となりました。医師数が少ないとされる医師少数区域で勤務する医師は、医 
 師が多いとされる医師多数区域で勤務する医師に⽐べて、年収が⾼い傾向が明らかになりま 
 した。この結果から、医師不⾜が深刻な地域では、年収の引き上げが医師の確保策として機 
 能している可能性が⽰唆されます。 

 *6︓参考資料「都道府県別の医師偏在指標（令和6年1⽉公表版）」 
 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001305567.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001305567.pdf


 ＜ レバレジーズメディカルケア株式会社 医師⼈材紹介事業 事業部⻑ 川浪尚⽂の 
 コメント＞ 

  今回の調査では、「医師の働き⽅改⾰」から約9ヶ⽉が経過し、多くの医師が依然として⻑ 
 時間労働に直⾯している⼀⽅で、国の政策や医療機関の取り組みにより、⼀部では改⾰の効 
 果が浸透しつつあることが確認されています。また、その影響として「時間外⼿当の減少」 
 等により、⼀部の医師が賃⾦の減少を実感していることが分かりました。 

  また、医療業界では「医師偏在問題」が深刻化しています。昨年12⽉に厚⽣労働省が策定 
 した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」*7では、「地域の医療機関の⽀え 
 合いの仕組み」や「医師養成過程を通じた取組  」に加え、今回の調査結果からも重要性が⽰ 
 された「経済的インセンティブの導⼊」が重視されています。調査結果でも、医師の少ない 
 地域の医療機関では、医師を確保する⽬的で年収を⾼く設定するなどの対策が講じられてい 
 る可能性が⽰されました。 

  これらの結果から、「医師の働き⽅改⾰」を効果的に推進し、医師偏在の解消を図るため 
 には、国の政策に加え、医療機関ごとの労働環境の改善や待遇の⾒直しなどの取り組みが重 
 要であるといえます。 

  弊社は、医療機関が求める⼈材の効率的な確保や採⽤課題の解決をサポートするととも 
 に、医師⼀⼈ひとりのキャリアやライフスタイルに寄り添った多様な働き⽅の選択肢をご提 
 案しています。医療機関と医師双⽅が納得できる最適なマッチングを実現することで、医療 
 業界の課題解決に引き続き貢献してまいります。 

 *7︓ 参考資料「厚⽣労働省 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」    
     https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48023.html 

 ＜調査概要＞ 
 調査対象︓勤務医 
 調査時期︓2024年12⽉10⽇〜12⽉20⽇ 
 調査⽅法︓インターネット調査 
 有効回答者数︓864名 
 調査主体︓レバレジーズメディカルケア株式会社 
 実査依頼先︓GMOリサーチ&AI株式会社 

 ■「レバウェル医師」とは 

  2023年より開始した、医師の⼈材紹介サービスです。急速な少⼦⾼齢化により医療ニーズ 
 が⾼まっている事も相まって起きている医師不⾜問題を解決すべく医師の転職⽀援をしてお 
 ります。業界に特化した専⾨のアドバイザーが、主要都市を中⼼に幅広い求⼈情報の中から 
 厳選した求⼈情報を提供し、様々な働き⽅の選択をサポートしております。 

 レバレジーズメディカルケア株式会社 

 レバレジーズメディカルケア株式会社  （  https://leverages-medicalcare.jp/  )は、  医療・介護・保育・ 
 ヘルスケア業界に特化した⼈材コンサルティングサービス及び医療・福祉業界に特化したICTソ 
 リューションを提供しています。「超⾼齢社会」を迎え医療・福祉・ヘルスケアサービスの需要が 
 ますます⾼まるなか、業界を⽀える⼈たちが抱える課題解決をサポートすることで、誰もが安⼼し 
 て医療・福祉・ヘルスケアサービスを受けられる社会の実現に貢献しています。 

 ▽『レバウェル』 医療・介護・保育・ヘルスケア業界に特化した求⼈・転職サービス 
    https://levwell.jp 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48023.html
https://leverages-medicalcare.jp/
https://levwell.jp/


 ▽『わんコネ』 医療・福祉施設向け⼊退院⽀援SaaSシステム 
    https://one-conne.com/ 

 Leverages Group（  https://leverages.jp/  ） 

 本社所在地 ︓ 東京都渋⾕区渋⾕⼆丁⽬24-12 渋⾕スクランブルスクエア24F/25F 
 代表取締役︓ 岩槻 知秀 
 資本⾦  ︓ 5,000万円 
 設⽴   ︓ 2005年4⽉ 
 事業内容 ︓ ⾃社メディア事業、⼈材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサル 
 ティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業 

 社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・⼈材・シス 
 テムエンジニアリング・M&A・不動産の領域で国や業界をまたいだ問題解決を⾏なっています。2005年の創業以 
 来、⿊字経営を継続し、2023年度は年商1149億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウ 
 スの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を⽬指します。 

 本リリースに関する報道関係のお問い合わせ 
 レバレジーズ株式会社 広報部 

 TEL︓03-5774-2900  MAIL  ︓ pr@leverages.jp 

https://one-conne.com/
https://leverages.jp/

